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善
意
の
と
も
し
び

　
　
　
（
順
不
同
・
敬
称
略
）

善
意
の
と
も
し
び

▼
善
意
銀
行
へ

〇
金
１
４
，
２
６
９
円
＝
桜
ヶ
丘

団
地
高
年
者
ク
ラ
ブ　

代
表　

押

鴨　

德
明

▼
生
活
訓
練
所
カ
ル
ム
へ

〇
金
３
千
円
＝
平
澤　

妙
子

２月の納税
　〇国民健康保険税１０期（普通徴収分）

　〇介護保険料６期（普通徴収分）

　○後期高齢者医療保険料８期（普通徴収分）

 ※納付期限は２月 28 日です。
・税金は納期内に納めましょう。
・便利で安全な口座振替を推進しています。

職場のトラブルサポートします

働
き
な
が
ら
資
格
が
取
れ
る
。
水
戸

建
築
高
等
職
業
訓
練
校
生
徒
募
集

　

訓
練
生
は
、
職
場
で
建
築
大
工

職
と
し
て
現
場
作
業
の
実
施
指
導

を
受
け
な
が
ら
、
３
年
間
就
学
す

る
と
２
級
技
能
士
の
受
験
資
格
が

得
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
技
能
照

査
（
卒
業
試
験
）
に
合
格
す
る
と

学
科
試
験
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

▼
受
付
期
間　

４
月
10
日
（
水
）

ま
で

▼
対
象
者　

中
学
、
高
校
、
専
門

学
校
を
卒
業
し
て
水
戸
市
周
辺
の

事
業
所
に
建
築
大
工
職
と
し
て
就

職
し
て
い
る
方

▼
授
業
料　

年
間
６
万
５
千
円

▼
申
込
方
法　

所
定
の
入
学
申
込

書
を
事
業
主
を
経
由
し
て
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】

　

水
戸
建
築
高
等
職
業
訓
練
校

☎
０
２
９
（
２
２
６
）
０
４
０
５

お
ま
わ
り
さ
ん
の
コ
ン
サ
ー
ト

　

第
34
回
茨
城
県
警
察
音
楽
隊
定

期
演
奏
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
入

場
無
料
で
す
。

▼
日
時　

２
月
16
日
（
土
）　

午

後
２
時
開
演

▼
場
所　

茨
城
県
立
県
民
文
化
セ

ン
タ
ー
大
ホ
ー
ル
（
水
戸
市
千
波

町
東
久
保
６
９
７
）

【
問
合
せ
先
】　

茨
城
県
警
察
本
部

総
務
課
広
報
広
聴
室

☎
０
２
９
（
３
０
１
）
０
１
１
０

　

茨
城
県
警
察
音
楽
隊

☎
０
２
９
（
３
０
１
）
７
０
１
８

「
が
ん
ば
っ
ぺ
茨
城
」
就
職
面
接
会

＆
企
業
説
明
会
開
催
の
お
知
ら
せ

　

茨
城
労
働
局
と
茨
城
県
は
、
茨

城
県
水
戸
合
同
庁
舎
で
大
学
生
等

の
就
職
面
接
会
（
25
年
３
月
卒
対

象
）
と
企
業
説
明
会
（
26
年
３
月

卒
対
象
）
を
開
催
し
ま
す
。

　

参
加
希
望
の
事
業
所
の
方
は
２

月
12
日
か
ら
15
日
の
間
に
お
申
し

込
み
を
。
な
お
、
学
生
の
方
の
事

前
申
込
み
は
不
要
で
す
。

▼
日
時　

３
月
11
日
（
月
）、
12

日
（
火
）　

両
日
と
も
午
前
10
時

〜
正
午
、
午
後
２
時
〜
午
後
４
時

▼
日
程　

11
日
午
前
：
就
職
面
接

会
、
11
日
午
後
：
医
療
・
福
祉
分

野
企
業
説
明
会
、
12
日
：
一
般
企

業
説
明
会

【
問
合
せ
先
】

　

茨
城
労
働
局
職
業
安
定
課

☎
０
２
９
（
２
２
４
）
６
２
１
８

又
は
各
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
ま
で

茨
城
県
立
水
戸
南
高
等
学
校
定
時
制

平
成
25
年
度
生
徒
募
集

　

水
戸
南
高
で
は
、
中
学
校
を
卒

業
す
る
方
に
加
え
、
働
い
た
り
子

育
て
を
し
た
り
し
な
が
ら
、
高
卒

の
資
格
を
取
り
た
い
方
を
広
く
募

集
し
て
い
ま
す
。

　

一
般
入
試
の
ほ
か
、
学
力
検
査

を
行
わ
な
い
成
人
特
例
入
学
や
、

す
で
に
修
得
し
た
単
位
を
い
か
せ

る
編
入
学
な
ど
の
入
試
方
法
が
あ

り
ま
す
。

▼
出
願
期
間　

一
般
・
成
人
特
例

入
学
：
２
月
12
日
（
火
）
〜
２
月

14
日
（
木
）

編
入
学
：
２
月
18
日
（
月
）
〜
２

月
22
日
（
金
）

【
問
合
せ
先
】

　

茨
城
県
立
水
戸
南
高
等
学
校

☎
０
２
９
（
２
４
７
）
６
１
７
３

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現
在
の
所
有

者
に
、
そ
の
年
度
分
の
税
金
が
課
せ
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
４
月
２
日
以
降
に
廃
車
し
て
も
そ

の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
を
納
め
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。
同
様
に
、
４
月
２
日
以
降
に
名

義
変
更
を
し
て
も
、
税
金
は
前
の
所
有
者
に
か
か

り
ま
す
。

　
「
他
人
に
譲
っ
た
」「
以
前
か
ら
放
置
し
て
あ
る
」

「
盗
難
に
あ
っ
た
」
な
ど
の
事
情
が
あ
っ
て
も
、

廃
車
や
名
義
変
更
な
ど
の
手
続
き
を
し
な
い
と
い

つ
ま
で
も
課
税
さ
れ
ま
す
。
左
記
の
場
所
で
速
や

か
に
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

車の種類 必要なもの 手続き場所

原動機付自転車
（125cc 以下）
小型特殊自動車
農耕作業車

廃車
ナンバープレー
ト、標識交付証
明書、印鑑

茨城町総務企画部　税務
課
茨城町小堤1080
☎029－292－1111名義

変更

標識交付証明
書、譲渡証明書、
印鑑

軽自動車（660ccまで
の三・四輪車）

廃車・名義変更の手続
きについては、事前に
右記へお問い合わせく
ださい。

軽自動車検査協会　茨城
事務所
茨城町若宮887－59
☎029－293－9989

二輪の軽自動車
（125cc を超え 250cc
以下）
二輪の小型自動車
（250ccを超えるもの）

廃車・名義変更の手続
きについては、事前に
右記へお問い合わせく
ださい。

関東運輸局　茨城運輸支
局
水戸市住吉町353
☎050－5540－2017

障
害
の
あ
る
方
の
た
め
に
使
用
す
る
場
合
の
減
免

　

心
身
に
障
害
の
あ
る
方
が
使
用
す
る
軽
自
動
車
、
も
し
く
は
こ
れ
ら
の

方
と
生
計
を
一
に
す
る
方
が
障
害
の
あ
る
方
の
た
め
に
使
用
す
る
軽
自
動

車
に
つ
い
て
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、
申
請
に
よ
り
軽
自
動
車
税

を
減
免
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
減
免
で
き
る
自
動
車
は
１
台
で
す
。
普
通
車
（
県
税
）
で
減
免

を
受
け
る
場
合
は
、
軽
自
動
車
は
該
当
に
な
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

※
18
歳
以
上
の
身
体
障
害
者
の
方
の
場
合
は
、
本
人
所
有
の
軽
自
動
車
に

限
り
ま
す
。

軽　自　動　車　税　の　減　免　制　度

障害の区分 本人が運転する場合
生計を一にする方又は
常時介護する方が運転
する場合

身
体
障
害
者
手
帳

視覚障害 １級～４級
聴覚障害 ２級、３級
平衡機能障害 ３級
音声機能障害 ３級（こう頭摘出の場合に限る）－
上肢不自由 １級、２級
下肢不自由 １級～６級 １級～３級
体幹不自由 １級～３級、５級 １級～３級
乳幼児期以前の非進
行性の脳病変による
運動機能障害

上肢機能 １級、２級

移動機能 １級～６級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこ
う又は直腸・小腸機能障害 １級、３級

免疫機能障害 １級～３級
肝臓機能障害 １級～３級

療育手帳 Ａ又はⒶ

精神障害者保健福祉手帳

１級で次のいずれかに該当する方
・自立支援医療受給者証（精神通院）をお持ちの方
・医療福祉費受給者証をお持ちの方
・障害の治療のため通院されている方

〇
受
付
期
間

　

軽
自
動
車
税
納
税
通

知
書
が
届
い
た
日
か
ら

納
期
限
の
７
日
前
ま
で
。

申
請
は
毎
年
必
要
で
す
。

ま
た
、
受
付
期
間
を
過

ぎ
た
場
合
は
減
免
が
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

〇
必
要
書
類

　

減
免
を
受
け
よ
う
と

す
る
方
は
、
次
の
書
類

を
添
え
て
税
務
課
（
１

階
６
番
窓
口
）
へ
申
請

し
て
く
だ
い
。

①
軽
自
動
車
税
減
免
申

請
書
（
税
務
課
窓
口
に

あ
り
ま
す
）

②
身
体
障
害
者
手
帳
ま

た
は
療
育
手
帳
、
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

（
平
成
25
年
３
月
31
日
ま

で
に
交
付
さ
れ
た
も
の
）

③
運
転
す
る
方
の
運
転

免
許
証
（
コ
ピ
ー
可
）
④

車
検
証
（
コ
ピ
ー
可
）

⑤
軽
自
動
車
税
納
税
通

知
書

⑥
印
鑑　
　

※
障
害
の
程
度
、
ご
使

用
目
的
に
よ
り
添
付
書

類
が
あ
り
ま
す
の
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

平成 24年度
　　　福祉ヤクルト

　

水
戸
ヤ
ク
ル
ト
販
売
株
式
会

社
よ
り
、
茨
城
町
へ
車
イ
ス
３

台
を
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

軽自動車・バイクの登録、廃車、名義変更はお済みですか？

●減免を受けることができる障害の程度

【問合せ先】税務課　☎２４０－７１１４（直通）　内線１３４

く
ら
し

募
集
・
相
談

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講
座
・
教
室

♪
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く
ら
し

募
集
・
相
談

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講
座
・
教
室

♪

茨城町役場 ★〒311-3192 茨城町小堤1080 TEL029-292-1111 １１

　労使間のトラブル（解雇、いじめ嫌がらせ、
労働条件の不利益変更届等）でお困りの皆様の
問題解決のお手伝いをいたします（無料）。詳
しくは茨城労働局企画室（☎０２９－２２４－
６２１２）または、各総合労働相談コーナー（県
下各労働基準監督署内）へ。


